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新型コロナウイルス感染症による 

ご融資の返済条件変更に係る手数料の免除期間延長について 

 

北海道信用金庫（理事長 佐藤 信明）は、新型コロナウイルス感染症によるご融資の

返済条件変更に係る手数料の免除を令和２年３月から実施しておりますが、免除期間を

令和６年３月まで延長いたします。 

当金庫は、地域専門の金融機関として、これからもお客さまのサポートに尽力してま

いります。 

 

記 

１．免除する手数料 

  新型コロナウイルス感染症によるご融資の返済条件変更に係る以下の手数料（融

資条件変更手数料）を免除いたします。 

 ・事業性融資の場合  税込３３，０００円 

   ・住宅ローンの場合  税込 ５，５００円 

 

２．免除期間 

  令和６年３月２９日（金）まで 

 

３．ご相談の受付について 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているお客さまからの資金繰りや経営に

関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。 

※相談受付店舗等の詳細につきましては、こちらをご覧ください。 

以 上 

http://www.shinkin.co.jp/hokkaido/topinclude/pdf/news/050919coronasoudan.pdf

